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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS K 0102 規格群（工業用水・工場排水試験方法）は，次に示す部で構成する。 

JIS K 0102-1 第 1 部：一般理化学試験方法 

JIS K 0102-2 第 2 部：陰イオン類，アンモニウムイオン，有機体窒素，全窒素及び全りん 

JIS K 0102-3 第 3 部：金属 

JIS K 0102-4 第 4 部：有機物 

JIS K 0102-5 第 5 部：微生物及び生物学的影響 
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工業用水・工場排水試験方法－ 

第 5 部：微生物及び生物学的影響 

Testing methods for industrial water and industrial wastewater- 

Part 5: Microorganisms and biological effect 

 

1 適用範囲 

この規格は，工業用水の試験方法，及び工場（事業所を含む。）からの排水（以下，工場排水という。）

の試験方法のうち，微生物及び生物学的影響の試験方法について規定する。個別試験項目において適用対

象を規定していない場合は，その試験は工業用水及び工場排水の両方に適用する。 

この規格で規定する試験方法のうち，対応国際規格がある場合，その対応国際規格及びその対応の程度

を表す記号を，該当する試験方法ごとに該当箇条に示す。 

なお，対応国際規格の技術的内容を変更している箇所は，技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附

属書 B に示す。 

2 引用規格 

附属書 A に示す引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求

事項を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS K 0211 による。 

3.1 

一般細菌 

標準寒天培地を用いて 36 ℃±1 ℃で 24 時間±2 時間培養したとき，培地に集落を形成する全ての細菌 

3.2 

大腸菌群 

グラム陰性の無芽胞短かん（桿）菌で，乳糖を分解して酸とガスとを産生する好気性又は通性嫌気性の

細菌群 

3.3 

ふん便性大腸菌群 


